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はじめに 

このマニュアルは施設を運営するにあたって⾷品(おやつ)を提供するときに注意をしな
ければならないアレルギーについて、また⾷品以外での注意すべきアレルギーについても
留意点を記載するものである。さらにマニュアル通りの対応を⾏うことで、アレルギーに
関する事故を防ぐものとする。 
 
1. 症状 

アレルギーの症状は多岐にわたる。最も多いのが⽪膚症状である。呼吸器症状、消化器
症状なども同時にまた別々に発症する。 
症状が重いものだと「アナフィラキシーショック」があげられる。アナフィラキシーショ
ックの症状としては呼吸困難や意識障害などがある。 
 
2. ⾷物アレルギー 
① ⾷物アレルギー体質の利⽤者がいることを職員全員が理解し把握する。 
② ⾷物アレルギー体質の利⽤のアレルゲンとなる⾷品が含まれないよう、アレルギー表

⽰を⾒て⾷品を購⼊する。アレルゲンの含まれる⾷品は購⼊しない。 
※同じ製造ラインにアレルゲンとなる⾷材が含まれている場合にも注意する。 

③ ⾷品購⼊後には、施設内で別職員がアレルギー表⽰を再確認する。 
④ 提供の際にも職員と、別の職員がダブルチェックを⾏う。 
 
3. その他のアレルギー 

⾷物アレルギーの他、動植物や⾦属などその他のアレルギー体質の利⽤者についても職
員間で把握し対応に注意する。 
 
4. 情報収集と更新 
① 情報は⼀覧表にして職員がいつでも確認できるようにする。 
② 保護者と密に連絡を取り、情報の追加、変更等がある場合はその都度更新し周知す

る。 
③ アレルギー体質の利⽤者のご利⽤⽇には、その⽇の打ち合わせにて職員間で確認を⾏

う。 
  



5. 発症時対応 
アレルギー反応が⾒られたら 

① 管理者に報告をする。 
② 保護者に連絡をし、保護者からの指⽰に従い対応する。 
※緊急の場合、管理者に報告すると同時に「救急連絡先 119 番」へ連絡。 
 
6. その他 
① 職員は、「アレルギー対応マニュアル」に従って、緊急時に適切に対応できるようにし
ておく。 
② AEDの設置場所について全職員が周知するようにしておく。 
 
 

 


